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午前9時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

商工観光労働部、総合政策部

１．就業・雇用における男女別の状況について

２．男女共同参画推進（雇用関係）の取組に

ついて

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（10人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 窪 薗 辰 也

委 員 井 本 英 雄

委 員 山 下 博 三

委 員 日 高 博 之

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 日 髙 陽 一

委 員 坂 本 康 郎

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 図 師 博 規

欠 席 委 員

委 員 坂 口 博 美

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 横 山 浩 文

商工観光労働部次長 丸 山 裕太郎

商 工 政 策 課 長 児 玉 浩 明

雇用労働政策課長 兒 玉 洋 一

総合政策部

総合政策部次長 矢 野 慶 子
（県民生活・文化祭担当）

生 活 ・ 協 働 ・ 山 崎 博 信
男 女 参 画 課 長

事務局職員出席者

政策調査課主事 髙 山 紘 行

政策調査課主任主事 田 中 孝 樹

○田口委員長 ただいまから働き方改革・産業

人材確保対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）を御覧ください。

本日は商工観光労働部及び総合政策部から、

就業・雇用における男女別の状況について、ま

た、男女共同参画推進（雇用関係）の取組につ

いて説明をいただきます。

その後に、報告書にかかる提言と次回委員会

について御協議いただきたいと思いますが、そ

のように進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それではそのように決定いたし

ます。

では、執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

皆さんおはようございます。本日は商工観光

労働部及び総合政策部においでいただきました。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手元

に配付の出席者配席表に代えさせていただきま

す。

令和３年12月９日（木曜日）
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それでは、概要説明をお願いいたします。

○横山商工観光労働部長 商工観光労働部長の

横山でございます。

本日は、総合政策部と私ども商工観光労働部

から、就業や雇用における男女共同参画につい

て御説明をさせていただきます。それぞれ担当

課長から説明をさせますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

○兒玉雇用労働政策課長 雇用労働政策課でご

ざいます。

資料の１ページをお開きください。

就業雇用における男女別の状況について御説

明いたします。「１ 男女の就業雇用の現状につ

いて」であります。少子高齢化が本格化し、労

働力人口が減少する中で、女性を含む多様な人

材の育成、確保がますます重要となる中、女性

の更なる労働参画を推進するためには、就業機

会の確保及び仕事と生活を両立できる就業環境

の整備を図ることが必要であります。

最初の表の生産年齢人口（15歳から64歳）の

有業率の推移にありますように、本県の生産年

齢人口でみた女性の有業率は、平成29年で70.6

％となっており、10年前の平成19年よりも6.2ポ

イント上昇しております。

また、その１つ下の表の男女の賃金及び全国

との比較にありますように、本県の令和２年の

男女別の賃金は、男性が27万4,000円余り、女性

が21万円余りで、男性を100とした場合の女性の

賃金は76.7となっております。全国は74.3であ

りますので、本県の男女間の賃金格差は全国よ

りは差が少なくはなっておりますが、男性と比

べて女性が低くなっている状況であります。

次に、３つ目の表、県内事業所の管理職に占

める女性の割合にありますように、管理職に占

める女性の割合は、平成30年度から令和２年度

まで20％前後で推移しており、全国と比較する

と高い水準となっております。

１番下の表、県内事業所における育児休業制

度の利用状況にありますように、令和２年度の

育児休業取得率は男性で15.8％、女性で97.0％

と、男女とも表に記載しております平成30年度

以降、年々増加しており、令和元年度以降は男

女とも全国平均を上回っております。

資料の２ページを御覧ください。

「２ 女性の就労支援に向けた主な取組につ

いて」でございます。

（１）みやざき女性・高齢者就業支援センタ

ーの設置につきましては、①のセンターの業務

概要にありますように、女性・高齢者の就業支

援を図ることを目的に、本県の独自の取組とし

て、相談から職業紹介までを一体的に行う施設

である就業支援センターを、令和２年10月に宮

崎駅前のＫＩＴＥＮビル内に開設しました。そ

の他セミナーや就職面談会を行うとともに、企

業訪問により求人開拓等も行っております。

②の相談窓口及びマッチング支援につきまし

ては、１つ目の表、相談窓口の設置状況にあり

ますように、相談窓口は、宮崎、都城、延岡の

県内３か所に設置しております。人材バンクに

よるマッチング支援として、求職している女性

・高齢者と求人企業をマッチングさせる「みや

ざき女性・高齢者人材バンクサイト」の運営に

より、希望する雇用形態の就労を支援しており

ます。

中下の表、相談窓口利用者及び就職決定者の

実績につきましては、令和２年10月の開設から

本年10月末時点の実績で、相談窓口利用者は932

人、うち女性が161人であり、就職決定者は173

人、うち女性が39人となっております。

③の各種セミナー等の開催につきましては、

令和３年12月９日（木曜日）
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子育て中など仕事を探している女性等の環境に

即した形での就労を支援するため、就職支援や

復職準備のためのセミナーや就職面談会、職場

見学会、その他スキルアップにつながるための

セミナーを行っております。

資料の３ページを御覧ください。

（２）働きやすい職場づくりの推進としまし

て、女性を含む誰もが働きやすい職場づくりを

推進する事業に取り組んでおります。

①の仕事と生活の両立応援宣言につきまして

は、企業のトップの方に仕事と生活の両立がで

きるような具体的な取組を宣言していただき、

企業全体の意識改革や職場の活性化などを図っ

ていくものです。

登録企業件数は、制度を創設いたしました平

成18年８月から本年12月１日までの累計で1,365

事業所となっております。主な宣言内容は、職

場の雰囲気づくりに関するものが最も多く、次

いで、育児・介護休業や休暇に関するものになっ

ております。

②の働きやすい職場ひなたの極認証制度につ

きましては、仕事と生活の調和に向けた職場環

境づくりを積極的に行っている企業のうち、特

に優れた企業を知事が認証する制度であり、認

証企業の取組成果を広く普及・啓発することに

より、県内のワークライフバランスの推進を図

るものであります。

認証の主な審査項目は、働き方の見直しに向

けた取組実績や育児休業制度等の整備状況と実

績、ハラスメントの対応等であり、全部で25項

目となっております。

平成30年２月に創設した制度でありますが、

認証企業数は令和３年12月１日現在で、累計41

企業となっております。

認証を受けることのメリットといたしまして、

認証企業であることの紹介による企業イメージ

の向上が、優秀な人材確保・定着につながるこ

と、また、認証マークの活用により認証企業で

あることの対外的なアピールが可能となり、さ

らに、就職説明会への優先参加などのインセン

ティブの付与が挙げられます。

資料の４ページを御覧ください。

参考資料として、平成30年度から令和２年度

分の本県の就業別有効求人倍率の状況について

お示しをしておりますので、御参照いただけれ

ばと存じます。

説明は以上であります。

○山崎生活・協働・男女参画課長 生活・協働

・男女参画課でございます。

資料の５ページをお願いいたします。

当課の男女共同参画に係る取組のうち、主に

雇用に関するものにつきまして御説明をいたし

ます。

まず、「１ 女性の活躍推進について」ですが、

（１）みやざき女性の活躍推進会議の取組につ

いてであります。

当会議は①の概要にありますとおり、企業や

関係団体、行政が一体となりまして、平成27年10

月に設立されました。女性が多様な働き方を実

現できる環境づくりを進め、女性はもちろん男

性も生き生きと働き、活躍することで、活力あ

る宮崎を実現することを目的としております。

宮崎銀行の平野会長及びＫＩＧＵＲＵＭＩ．

ＢＩＺの加納代表が当会議の共同代表となって

おり、現在の会員企業数は348社であります。

県は事務局として、会議の企画委員会と連携

し、事業を推進しているところでございます。

②の取組内容としましては、会員企業相互の

情報交換や会員へのアンケート調査等による課

題の抽出のほか、年３回程度、講演会や研修会
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等を実施しております。

令和３年度の実績は下に記載のとおりでござ

いますが、特に３つ目の丸の「みやざき女性リ

ーダー育成塾」につきましては、今年度初めて

の取組として実施したものであります。女性管

理職の候補者や管理職として経験の浅い方など

を対象に、講師によるレクチャーやグループワ

ークなどによる参加者同士の交流など、内容の

濃いプログラムにより３日間の研修を行ったと

ころです。

次に、（２）ひむかＷＯＭＡＮサイトの運営・

メンター派遣の取組についてであります。

ひむかＷＯＭＡＮとは、多様な分野で様々な

経験を持ち、活躍されている女性につきまして、

身近なキャリアモデルとして登録し、ホームペ

ージ等で紹介しているものです。

このうち、面談して助言等を行う方につきま

しては、メンターとして職場研修や学校でのキャ

リア講座のほか、働き方についての相談などの

希望があった場合に出張派遣を行っております。

ひむかＷＯＭＡＮの登録者は現在119人で、直近

のメンター派遣実績につきましては、下の表の

とおりとなっております。

続きまして６ページをお願いいたします。

２ 男女共同参画センターの取組についてで

あります。

まず、（１）センターの概要ですが、本県の男

女共同参画社会づくりの推進拠点として、平成13

年９月に設立され、男女共同参画に関する情報

提供や啓発、相談対応のほか、学習や交流の場

を提供しております。

（２）利用状況ですが、上の表が年間の利用

者となっており、令和２年度は前年度に比

べ、2,300人ほど減少しております。この主な要

因としましては、項目の４つ目の講座参加者数

につきまして、新型コロナ感染拡大の影響によ

り、講座が中止となったり、出前講座への講師

派遣の依頼が減少したことなどによるものであ

ります。

また、下の表は直近３か年の上半期利用者の

表となりますが、令和３年度につきましては、

コロナ禍での啓発の工夫に努め、講座の実施に

おいて、オンラインでの参加を可能としたり、

録画した映像を後で視聴できるようにしたこと

などによりまして、参加者数が増加しておりま

す。

次に、（３）相談状況であります。

センターでは、男女共同参画に関する様々な

相談を受け付けており、直近３か年の上半期の

相談件数は下の表のとおりであります。

件数の多い項目３つについて、太枠で囲って

お示しをしております。

コロナ以前では、例年、離婚や夫婦関係、家

族・親族等の相談が多くなっておりますが、令

和２年度、３年度につきましては人間関係やこ

ころ・からだに関する相談が多い傾向となって

います。

また、センターの相談の中では、仕事に関す

るものはそれほど多くはありませんが、内容と

しましては残業が多いとかパワハラに関するも

のといった、労働環境等の相談が多い状況となっ

ています。

説明は以上であります。

○田口委員長 ありがとうございました。

執行部の説明が終了いたしました。御意見、

質疑がございましたら御発言をお願いいたしま

す。

○図師委員 資料４ページの中でお伺いします。

それぞれ職業別の有効求人倍率が出ております。

私が注目するのは、保安の職業が突出して高
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いということです。これは恐らく、介護・福祉

・保育等の職種が含まれているのかなと思いま

すが、その理解でよろしいでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 保安の職業でござい

ますが、民間ではいわゆる警備業が含まれるこ

とになっております。今、委員がおっしゃった

介護職員等については、サービスの職業のほう

に含まれます。

○図師委員 すみません、私の理解が間違って

おりました。

特に、サービスの職業が２倍を超えています。

保安の職業は、平成30年度からしてもかなり

の伸びになっています。９倍を超えているよう

な状況は、それだけ人材確保ができていないと

いうことでしょうが、現場はどのような状況に

なっているのでしょうか。

例えば、保安の職業の場合、警備員の方々が

確保できないがゆえに事業展開ができていない

ところとか、工期が延びているところがあるの

でしょうか。また、サービスの職業の場合は、

福祉関係で介護職、看護師が不足しているがゆ

えに利用者の募集や病床の確保ができないなど、

現場が機能不全に陥っている状況について、何

か把握されているものはありますか。

○兒玉雇用労働政策課長 まず保安の職業です

が、令和２年度に前々年度の5.61倍から9.32倍

に大幅に跳ね上がっております。この理由につ

きまして、宮崎労働局に確認したところ、高齢

化等が進んでなかなか人材が集まらないという

ことで、１事業所で100人単位の求人を行ってい

るものがあるそうです。このことから、有効求

人倍率が令和２年度から一気に上がっていると

いうような説明がございました。

また、医療福祉関係全般については人手が不

足しており、例えば介護福祉士や保育士、幼児

教育と保育を兼ね備えた幼保教員などが足りず、

施設のキャパはあっても、受入れが一定数まで

しかできないというような実態がある、という

ことについては伺っております。

○図師委員 保安の職業に関しては、現在もそ

うだと思いますが、将来的な高齢化による退職

者の増加を見越し、大量の募集をかけたがゆえ

の倍率の増加だと理解しました。

あと、後者の医療福祉の現場、特に介護の現

場は、私が見聞きするだけでも、受け入れでき

る施設はあるけれども職員の確保ができず、利

用者の募集ができないというところが、多々見

えてきております。

その対策として、マッチングなどがあるので

しょうが、もっと具体的な対策を立てなければ

いけないと思います。何か対策を立ててはいらっ

しゃるのでしょうが。

ある県では、海外の人材を確保するというこ

とを前提に、県が乗り出して受入れ団体になっ

ているところがあります。民間のことだからと

いうことで民間任せにするのではなく、より戦

略的な人材確保も必要でしょう。

我々の委員会でも調査しましたが、今後、技

能実習生を含む海外のマンパワーは、単なる一

過性の労働力として確保するだけでなく、定住

していただける貴重な人材、もしくは納税者と

いうような観点で、今後確保していく必要があ

るかと思います。

○兒玉雇用労働政策課長 委員の御指摘はご

もっともだと思っております。

雇用側といたしましては、介護職員の確保と

いうことで職業能力開発や離職者の委託訓練に

おきまして、介護福祉士の資格を取らせるため

に２年間の長期コースを開設しているところで

ございます。



- 6 -

令和３年12月９日（木曜日）

日南市の宮崎福祉医療カレッジを視察された

と思いますが、そこでもベトナム人の方などを

受け入れられているという話は、私も伺ってい

るところでございます。

日本人だけではなかなか手が足りないという

こともあります。今後、介護の部分については、

国としても外国人をかなり積極的に受け入れる

方向でございますので、私どももできることに

つきましては、国と協力しながらやってまいり

たいと思っています。

○坂本委員 ２ページの「みやざき女性・高齢

者就業支援センター」についてお伺いします。

女性、それから高齢者向けに、しっかり力を

入れて就業支援をやっていくという取組として、

評価しております。

対象者について確認ですが、女性が20歳から64

歳で、高齢者は55歳以上の男性となっています。

これは、55歳以上を高齢者と位置づけるという

ことでよろしいでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 高齢者の定義でござ

いますが、法律によって様々でございます。１

番若い高齢者として定義している法律が55歳以

上とされており、これに基づいて55歳以上を対

象にしているという形です。

あと、女性については64歳までということに

しております。心情的に高齢者の部類に入れら

れたくないという思いもあられるだろうという

ことで、64歳までという形にさせていただいて

おります。65歳以上の女性で、高齢者ではなく

女性のほうに登録をしたいという方については、

高齢者と女性の両方に登録していただくなどし

ています。また、高齢者のほうが休日が多いと

いうようなことを説明し、その上で選択してい

ただいております。いずれにしろ、女性のほう

に登録したいという方は、希望のとおりに登録

いただいていると、委託先から伺っております。

○坂本委員 私も先月誕生日迎えて56歳になっ

たのですが、自分も高齢者なのかと若干の抵抗

を感じまして。

それはそれとして、実際に働く場合、例えば55

歳の人と70歳の人とで、同じような枠組みの中

で正しくマッチングが図られているのでしょう

か。55歳から60歳、60歳から65歳、それ以上の

方々では、実際に仕事に就く場合でも、仕事の

求職をする場合でも違うと思うし、求人する側

のほうも当然違ってくると思います。

もうちょっと細かい分け方が必要ではないか

なと思うのですが、いかがでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 センターでは、何歳

から何歳までという年齢区分を設けるのは、な

かなか難しい状況でございます。

ただ、本人からも「こういう仕事を自分はし

たい」というようなお話をいろいろ聞いて、そ

れに合うような仕事を見つけていくというよう

な形でマッチングを行っております。その人の

年齢や適性などを見ながらマッチングし、就職

に至るまでお世話をしています。

ですので、55歳以上の方々を年齢によらず同

列に扱っているわけではございませんので、御

理解いただきたいと思います。

○坂本委員 ちょっとしつこいようですが、セ

ンターを利用する側の受け止め方について、名

称の工夫が必要ではないでしょうか。定義では

高齢者ではあるのですが、例えば中高齢者にす

るとか。高齢者という名称だけを見ると、56歳

の私が「じゃあ行ってみようか」とはなりませ

ん。自分が対象になっていると、理解しにくい

ですから。

それから、相談窓口利用者及び就職決定者の

実績を記載いただいていますが、逆に企業側の
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求人─ここの言葉でいうと登録数というので

しょうか─はどれぐらいになるか、教えてく

ださい。

○兒玉雇用労働政策課長 有効登録企業数でご

ざいますが、令和３年10月末までの人材バンク

の登録状況で御説明いたしますと、女性に対す

る有効登録企業数が653、そして高齢者に対する

有効登録企業数が588、計1,241となっていると

ころです。

それと、委員がおっしゃったネーミングにつ

きましては、高齢者ということに抵抗があると

いうことは、私どもも重々認識しております。

現在、センターの開設から１年余りが経過して

おりますので、当面は今の名称でやらせていた

だいて、県民の方々からそういった声が高まれ

ば、ネーミングを考えていかなければならない

かなと思っております。

○前屋敷委員 ２ページでお聞きしたいのです

が、このセンターにはハローワークの方も常駐

しているのですか。

○兒玉雇用労働政策課長 この女性・高齢者就

業支援センターについては、ＫＩＴＥＮビルの

３階と７階でやっており、３階には若者ハロー

ワークがございます。ですので、若年層に限ら

れますが、若者ハローワークも利用することが

可能でございます。

○前屋敷委員 センターの利用者について女性

に特化してお聞きしたいのですが、全体で年間

約1,000人の相談窓口利用者がおり、そのうち女

性が161人で就職が決定した方が39人ということ

で、決定した数は約４分の１ですかね。なかな

か思うところとマッチングしない場合は、結果

には至らないということなのでしょうが、ちょっ

とこの数字はどうかなという気もします。

③でお示しいただいているように、各種セミ

ナーが開催されています。これは、年間を通じ

て計画し、希望される方が受講するということ

なのでしょうが、どのような形で周知されてい

るのでしょうか。それと、セミナーの種類もい

ろいろありますが、利用者数の実績を教えてく

ださい。

○兒玉雇用労働政策課長 令和２年度は、女性

を想定しているセミナーが、９つのうち８つあ

りました。参加人数でございますが、女性と高

齢者の区分を付けておらず一部高齢者が含まれ

ていますが、39名いらっしゃいました。

セミナーの周知ですが、ホームページに載せ

るなどして周知を行っているところです。

セミナーの内容でございますが、例えば応募

書類作成と面接対策や、子育て中の女性に向け

た内容、あるいはブランクの長い女性向けの就

職セミナーなどを行っております。

先ほどホームページの話もいたしましたが、

それ以外にはテレビＣＭ、インスタグラムやフェ

イスブックなどのＳＮＳ、また、フリーペーパ

ーを使った周知を行っております。

○前屋敷委員 100％ではないのでしょうけれど

も、様々な希望に応じたセミナーが受けられる

ということで、こういうものは大いに広く周知

して利用者を増やし、自分が思うところへ就職

できるような取組を強めていく必要があると思

います。これは大いに活用をしていただきたい

と思います。

しかし、１ページの賃金を見ますと、宮崎県

は全国と比較すると男女の格差は開いていませ

んが、男女それぞれの全国との賃金格差が開い

ており、全国順位も非常に低いということが出

ています。これまでもそうですが、非常に賃金

が低い状況の中、女性の働く割合も非常に増え

ています。
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ですから、いろいろな経験もしながらこのよ

うなセミナーで知識も得つつ、自分のライフワ

ークという意識も含め、仕事にどうつないでい

くかというところをもっともっと周知していく

取組が必要でしょう。そういうところで、大い

にこのセンターの利用も進めていただければと

思うところです。

何より、賃金の格差を是正ではなく、賃金そ

のものをどう引き上げて、暮らしを安定できる

ものにするかというところも、考えていかない

といけないと思います。県がそれをどうこうで

きるものでもないのですが、そういう課題もしっ

かり踏まえていただいて、様々な施策の実行と

強化をしていただきたいと思います。

以上です。

○兒玉雇用労働政策課長 賃金につきましては

企業のほうで決めていくわけで、なかなか難し

い問題です。最低賃金につきましても、国の中

央最低賃金審議会で目安を示し、各県の審議会

で答申をしていって、労働局長が最後に決める

というようなやり方になっておりますので、県

は関与できない仕組みにはなっております。

ただ、御承知のとおり、賃金格差の問題は国

でもかなり取り上げていただいており、今年の10

月からも28円上がり、793円から821円になって

いる状況もございます。都市部との差を詰めて

いかないといけないということも大切でござい

ますが、中小企業の体力も見ながら進めていく

こともあろうかと思います。

賃金が上がれば、心の豊かさも含めて生活が

全て一律に豊かになるというわけではないと

思っております。宮崎は宮崎のよさもあろうか

と思っております。

ただ、賃金を上げていくことは、もちろん重

要ではあります。私は雇用労働政策の部門を担

当しておりますので、特に重要であると認識し

ております。

今後とも引き続き、労働者の就業等の環境を

よくする形で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷委員 確かに賃金だけではないかもし

れませんが、経済的なゆとりがないと生活の安

定はありません。

賃金は気にせず、働きがいを求め、生活が成

り立っていくことを前提に本当にやりたい仕事

をする方も、確かにいらっしゃいます。

最低賃金も若干上がりましたが、全国からす

ると低い水準にとどまっているという状況です。

総合的な問題になりますが、そこは政府の施策

も特に中小企業に手当もしながら、賃金を上げ

ていく方法が必要だと思います。

以上です。

○兒玉雇用労働政策課長 国も、岸田内閣が池

田内閣に続く所得の倍増というようなことも考

えておられるようで、そういった国の施策も見

ながら、県としても適切に対応してまいりたい

と考えております。

○日高博之委員 賃金格差や職業別の有効求人

倍率など、いろいろ御説明いただきありがとう

ございます。

宮崎は、幸福度ランキングは順位が高いです

よね。ただ賃金は安い。

そのような状況の中で、幸福度の向上を目指

していく、一方で賃金もしっかり上げていくん

だという、ダブルスタンダードでいくのでしょ

うか。どうしていくのかというものを、明確に

示してもらいたいという気がしています。

最低賃金は全国の物価みたいなやつで、何を

しようが、東京が上がったら平均的にどこも上

がってくるのですよね。実質的に言えば、県庁
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が政策を打つか打たないかで、簡単に成果が賃

金に現れるかというと難しい。

だから、幸福度ランキングナンバーワンで、

金銭とかではなく、宮崎の自然だとか暮らしや

すさだとかががあるから、宮崎にぜひ来てくれ

と言っています。商工観光労働部はどのような

スタンスでいるのかなと思います。

○横山商工観光労働部長 幸福度を上げること

も一番大事なところだと思いますが、そのため

には所得を上げていくことも大きな要素でござ

いますので、当然両方ともやっていかないとい

けないと思っております。

ただ、幸福度を上げるという意味におきまし

ては、所得だけではなく、環境や福祉など様々

な要素がございますので、そこは全庁を挙げて、

また県全体として取り組んでいかなければなら

ないところでもございます。

賃金を上げていくことについては、日本経済

全体が力を付けていかないと、当然宮崎県の企

業さんも賃金を上げていくだけの体力が付いて

いきません。

いろいろ考えますが、30年前にバブルが崩壊

し、それからほとんど成長できないような時代

がずっと続いてきています。それはなぜかなと

考えますが、日本の企業、産業は、国際社会の

中で稼ぐ力というものを失っています。ＩＴの

イノベーションの時代でＧＡＦＡがすごく稼い

でいますけれども、そういうところの波にも乗

れていません。国際的に稼げるような分野にお

いて、日本の企業はなかなか勝負できるほどの

力を付けていないというところもあり、低迷が

ずっと続いていると思います。

なかなか稼げないものですから、雇用につき

ましても非正規の方がどんどん増えていってい

きます。また、前は製造業とかで働いていらっ

しゃった方々が、今はサービス業にかなり移転

をしてきています。このサービス業についてよ

く言われますのが、生産性を上げていくことが

非常に難しい分野だということです。もちろん、

稼げる人はものすごく稼いでいると思うのです

が、例えば小売のお店で働いている方々の生産

性を上げていくことは、なかなか難しいという

ことで、総じて難しい分野にはなっています。

このような分野に、雇用がシフトしていってい

るところもあるかなと思います。

そういったことが相まって、なかなか賃金が

上がらないという状況になっているのだと思い

ます。

とはいえ、上げていかないといけないもので

す。そういう意味では今の政府が、企業の成長

と所得を上げる分配とをしていくということで、

新しい分野─ＤＸでありますとか脱炭素であ

りますとか─にどんどん取り組んでいくと言

われています。そういうところにしっかり乗っ

ていかないといけない。宮崎県の企業さんも、

そういう稼げるところにちゃんと付いていける

ようにしていくことかなと思っております。

実際、そのためのサポートとして、技術開発

でありますとか、新分野に進出するための取組

でありますとか、販路開拓のための対策であり

ますとか、そういった取組を我々もしていって

います。

そういう世の中の動きをしっかり捉えながら、

地道に取り組んでいくしかないのかなと思って

いるというのが、正直なところでございます。

○日高博之委員 何となく理解できます。

例えば、生産性を向上させろとか、ＩＣＴを

入れなさいとか、政府も県もいろいろな新しい

働き方について言ってきていますよね。

そこで宮崎の中小企業が、そこの部分とどう
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マッチングしていくのかと考えると、やっぱり

非常に難しい部分があるのではないでしょうか。

当然、大企業になってくると対応できる部分は

あるかなと思うのですが。

ただ、そうなってくると、人口が減って生産

年齢人口も減れば、給料が上がらないとおかし

いですよね。実際、本当は。働き方改革で生産

性が上がれば、人が減っているので当然上がっ

てこなくちゃいけないですよね。しかし、この

ままいくと結局賃金は変わらないでしょう。

では、宮崎で、地元で就職していこうという

若い者が生まれていくというのは、厳しいのか

なと思います。これもまた地道にやるしかない

のですが。展望は持つのですが、そこをどう打

破するかというところなので。

その辺のことも重要ですけど、先のことも考

えて、どう動いていくか、先取りをしていかな

いといけないという気がしているのですが、そ

の辺はどう考えますか。

○横山商工観光労働部長 部内でもよく議論す

るのですが、非常に難しく、なかなか簡単に答

えは出ない問題だと思っております。

ただ、繰り返しにはなりますけれども、いず

れにしても日本全体として稼げる分野というと

ころにしっかり取り組んでいかなければなりま

せん。それを、今は日本国内だけで稼いでもど

うしようもないので、国際的に稼げる基盤にし

なければなりませんし、それは東京の会社だけ

がやっていけば何とかなるものではなく、当然

地方の企業さんも一緒になってやって、初めて

実現していくものだろうと思っております。

おっしゃるように、そのためには何がそこで

必要なのか、地方の企業さんとして何が必要な

のかというところをしっかり考えながら、そこ

を我々行政がサポートしていく。抜本的な、こ

れをやれば全てうまくいく、というものはなか

なか難しいと思うのですが、申し上げたように、

技術を上げていったり販路開拓をやったりして、

新分野にトライをしたりという気力や意欲のあ

るところを、我々はしっかり支えていくという

ことが、やっていくべきことなんだろうと思い

ます。

賃金につきましては、今稼いでいる企業さん

もたくさんいらっしゃるわけですが、それがな

かなか全体の賃金水準に反映されないというと

ころがあります。

企業さんは内部留保しているとよく言われま

す。多分、人口減少、少子高齢化がさらに進ん

でいきます。企業さんは、自分のところは将来

に向かって安定的に経営していけるんだろうか、

今そこそこ稼げているけれども将来的に大丈夫

なんだろうか、という不安があるので、内部留

保をためていって、賃金に反映をしないという

悪循環になっているのかなと思います。そこを、

今政府が半ば強制的に賃金をあげようとしてい

るのだと思います。その将来の不安を少しずつ

和らげていって、企業さんがスムーズに賃金へ

分配をしていくという流れができていけば、内

需も多分増えていくでしょう。そうなると、設

備投資も増えて、経済も回っていくという形が

できます。それが理想だと思います。

そこに、地方としても一緒になってやってい

けるように、企業さんたちには頑張っていただ

かないといけませんし、私どももそれをサポー

トしていかないといけません。それがうまくい

けば、宮崎は非常にいい環境でございますので、

人口が一定程度下がっていくことはどうしよう

もないのですが、きっと若者も定着していって

くれるのではないでしょうか。

あと、私どもはスポーツランドに一生懸命取
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り組んでおります。こちらも昔は観光でお客さ

んを呼んで、お金を落としていただいて経済を

回していく形でした。

それが、今は単純な従来型の観光ではなかな

か難しいです。もちろんそれはやっていかない

といけないのですが。

宮崎県の得意なスポーツで交流人口を増やし、

経済を回していくと、将来に向かって非常に強

みになると考えておりますので、様々な取組を

今進めていきます。

このように、いろいろなことをしっかり取り

組んでいかないといけないなと思います。

すみません、まとまりませんけれども、そん

なことを考えているところでございます。

○日高博之委員 いろんな企業を育てたり、人

材を育成したり、様々な政策をずっとやってき

て、当然網羅していますよね。様々な形で商工

観光労働部と総合政策部も含め、一緒にやって

きております。

せっかく時代がＩＣＴとか変わってきていま

すよね。確実に変わります。例えばスポーツラ

ンドと言いましたが、環境都市という手もあり

ます。

そういったことで、例えば１社でも本社機能

を宮崎に誘致するとか、そういった明確な将来

に向けた目標を立てて達成できれば、それが知

事の貢献度になりますよね。自然に上がったり

下がったりする景気について、それに対して知

事がよくやったと言うことは、成果への評価に

はならないですよね。

何かアクションを起こし、それに向かって達

成していく。そのために、例えば一部上場企業

の本社移転を１社でもやってみてくださいよ。

そんな回りくどいことを言わずに、ストレート

に。

○横山商工観光労働部長 しっかり力を持った、

県内の経済を牽引してくれるような企業さんに、

外から本社機能を移していただくことも一つの

手だとは思います。

しかし、そういう意味では本社機能の移転は

なかなか難しかったりしますが、企業誘致に力

を入れているところもございます。

あと、県内の企業さんに力を付けていただく

という意味では、成長期待企業や宮崎成長企業

の認定をして、集中的なサポートもしておりま

す。その１つの見える形としては、上場したり

売上げが30億円以上になったりなどというとこ

ろを目指して、サポートをしております。とがっ

た企業さんを、集中的に支援することもやって

おります。

ただ、総合政策部などともまたしっかり勉強

しながら、そういう目標を立ててやってまいり

たいと思っております。

○井本委員 これは直接関係ないのかもしれな

いけれども、高市早苗自民党政調会長の本を読

むと、ＭＭＴ理論がでてくるんですよね。私も

びっくりして。お宅たちはＭＭＴ理論の勉強を

したことはありますか。

眉唾的なところはあるのだけれども、実際に

中国とかアメリカ、ヨーロッパ各国が、このＭ

ＭＴ理論で既に走っているんですよ。

日本において、この30年がこんな失われた30

年になった原因は、ちょっとプライマリーバラ

ンスにこだわりすぎたのではないかという気が、

私はしております。これは、経済理論の地動説

と言われるようなものです。今までの宇宙が回っ

ていたと思っていたのが、こっちが回っている

んだよというぐらいの展開です。だから、普通

の常識人ではついていけないというようなもの

です。公務員の人は常識人が多いでしょうから、
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なかなかこの理論に追いついていけるかなと、

私なんかは思うのですが。

でも、その高市早苗さんの本を読んで、私は

びっくりしました。ＭＭＴ理論を言っているの

ですから。だから、一度勉強してみたらどうか

なと思います。いや、本当ですよ。全然違うと

いうか。

日本が失われた30年で発展しなかった原因を

皆さん方に言ってもしょうがないし、むしろ宮

崎の場合は、今言ったように幸福度ランキング

１位というすばらしいことがあるから。

収入が500万円から600万円ぐらいになると、

それ以上の幸せというか経済的な満足感がなく

なるらしいです。その辺ぐらいまでくると、違

う喜び、精神的なものを求めるということが出

ています。

だから、どこまでも経済的な満足感を求めて

いっても、本当の幸せはないんだろうなという

気が、私はするんですよね。そういう意味では、

私は宮崎県のやり方は非常に優れているのかな

と思っています。

日本人は、特に他人と比べる民族なんですよ。

アメリカ人やヨーロッパ人は、そうではないで

す。案外、人のことはどうでもいい、自分がと

いうところがあるのですが、日本人は人が人が

で、いわゆる空気─昔から空気の研究という

ものがあり、山本七平なんかが言っていました

─を見る民族ですよ。

だから、格差とかそういうものが、本当に一

番日本人にとってはこたえると思います。だか

ら、正規、非正規とかこういう分け方は、日本

人の幸福感にとって私は一番いけないと思う。

だんだんこの非正規は広がり、多くなるでしょ

う。その辺のことに対し、真剣にならなければ

いけないという気はします。

30年前からほとんど、ＧＤＰそのものは変わっ

ていないわけですよ。変わっていないけれども

格差が広がるということは、たくさん持ってい

る人と持たない人の差が、だんだん開いている

ということでしょう。

だから、その辺を行政が注意深く修正してい

くということが必要ではないかと、私は思うの

ですが、どうですか。

○横山商工観光労働部長 まず、ＭＭＴ理論の

話でございますが、すみません、私も答えが分

からないですが、我々は行政の人間でございま

すので、プライマリーバランスというのは当然

守っていかねばならないけれども、昭和時代か

ら赤字国債を発行しているという認識でした。

確かに最近は、言葉は悪いかもしれませんが、

たがが外れているような感じで、ばんばんお金

が出ていっているなと思います。ただ一方では、

御承知のとおり、文芸春秋に財務次官が論文を

載せられ、今の形はおかしいとはっきりおっ

しゃっているようです。いよいよどちらが正し

いか、分からないというところが正直なところ

であります。

ただ、今の制度がこのまま続いていくのであ

れば、当然国の借金が膨らんでいって、それは

将来にツケを残していく形になって、誰かがそ

こを負担していかなければいけない形になりま

す。何かいい制度ができて、踏み倒しても大丈

夫という形になればいいのかもしれませんが。

○井本委員 私のほうがよく知っているから、

ＭＭＴ理論はいいです。

○横山商工観光労働部長 幸福がどうかという

ところについて、これまたいろいろ考えるので

すが、私ども公務員の給与は、大体平均的なと

ころで決まっていると考えられます。我々の世

代は、ここのところ給与水準をずっと抑えられ
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てきております。

30年前と世の中の給与水準が変わっていない

という話を聞いたときに、では、その私たちの

暮らしは30年前から比べるとすごくきつくなっ

ていて、貧乏になっているのか、不幸になって

いるのかと考えたときに、なかなかそうでもな

いのではないかと思います。

そうすると、やっぱり問題なのは、委員がおっ

しゃったように格差が広がっているというとこ

ろです。御指摘のとおり、格差の是正は絶対必

要なことです。

非正規を選ぶのか、正規を選ぶのかという選

択はもちろんありますが、望まずに非正規になっ

ていらっしゃる方が問題です。そちらはちゃん

と正規のほうに持っていき、非正規の方々であっ

ても、正当な評価で賃金が払われるようにして

いかないといけません。

簡単ではないと思いますが、我々行政も一生

懸命やっていかないといけないなと思っており

ます。

○児玉商工政策課長 正規と非正規ということ

で、以前と比べると非正規の就労者がかなり多

くなってきています。先ほど部長が申し上げま

したように、以前であれば、正規の就職先を探

したが就職できず、結果、望まずして非正規に

なったという、非常に大きな問題がありました。

最近の状況としましては、様々な働き方を選

んだ結果、非正規になっていらっしゃる方もい

ます。ただ、非正規はどうしても勤務時間が短

かったりしますので、そうすると得られる収入

がどうしても低くなるということが、現実とし

てあると思います。現実的に収入が低ければ、

例えば若者であれば結婚を考えるときに生活を

支えられるかどうかに不安を感じて、結婚に対

してちゅうちょすることがあります。どうして

も日本は子供が生まれる世帯は結婚者世帯から

生まれる率が圧倒的に多くございます。フラン

スとかのように結婚という形式にとらわれずに

子供を出産しているというような国もございま

すが、日本はそこまで至っていない。そうする

と、思うような収入が得られなければ、子供の

生まれる数が現実的に少なくなってくる。子供

の数が少なくなってくれば、結果として地域の

活力も失われていきますし、労働人口も減って

いくということになります。

本県の所得というのは全国的に比べると低い

です。数字的に出すと、どうしてもそうなって

しまいます。元々の大きな所得がないところを

基準にしていますので、全国的に言いますと宮

崎県はどうしても所得が低くなります。

ただそれを、数字だけ見て判断していいのか

というところで、自然も近くにあって、あるい

は通勤の時間が非常に短い、健康的に過ごせる、

といった新しい豊かさを打ち出しています。幸

福度が高い宮崎県、その魅力を訴えながら人を

呼び込んで、新しい活力を得ながら、そこから

例えば新しいビジネスができるところを支援し

ていくというようなことも考えられます。

県内の市町村において例えば日向市さんは、

海辺に県外の方たちがお試しで就労しながら、

インターネットを使った勤務形態をとるなど、

新しいライフスタイルと申しますか、仕事をし

ながらそういった過ごし方ができるというよう

なことをアピールしています。それをきっかけ

にして、宮崎県に移住してきていただくという

ようなことができないかなというようなことも

やっております。

そういった県外からの活力も呼び込みながら、

その中で新しいビジネスができてくれば、当然

そこで所得の向上も期待できるのかなと思いま
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す。そういった取組を推進、支援することによっ

て、将来的に宮崎県が持続的にちゃんと残って

いけるような地域づくりをしていかないといけ

ないのかなと、思っているところであります。

○井本委員 宮崎のすばらしさはもちろんよく

分かります。

貧困には絶対的貧困と相対的貧困というのが

あると思います。絶対的貧困は、食べていけな

い、生きていけない、子供も産めないという、

どうしても通過しないといけないものです。

それを通過した上での相対的な貧困というか、

人と比べたときに差を解消しなければいけない。

今の教師も、非正規は17％くらいになってい

るのです。これも、同じ業務をやらされて、そ

して非正規だっていうことで格差を感じながら

働いているわけです。

人間というのは、かなり精神的な存在だと思

います。だから、食べていくことはできるでしょ

うけれども、人と比べたときにこたえるのでしょ

う。特に私は、この日本人の価値観の中に、人

様がどう思うかという観点があると、いつも言っ

ています。それがあると思うから、その辺のこ

とをやっぱりできるだけ修正していくことを、

心掛けていかないといけないと思います。

答えはもういいです。

○日髙陽一委員 ３ページの認証制度について

なんですが、３年目ということで41社入ってい

らっしゃるということですが、どういった企業

があるのでしょうか。

また、25項目のうち85％クリアすることで認

証されるということですが、これは一度認証が

取れれば、ずっと続くのでしょうか。それとも、

チェックが１年ごとにあるなど、そういうもの

なのでしょうか。

○兒玉雇用労働政策課長 まず、41社の内訳で

ございますが、１番多い建設業が13社、続いて

製造業が10社、医療福祉関連が６社、情報関連

が４社、卸小売が２社、社会保険労務士の企業

が２社、あとは１社ずつですが、経済団体、ビ

ルメンテナンスの会社、人材派遣の会社、金融

関係の会社があり、計41というような形になっ

ております。

それと認証の関係ですが、25項目の審査項目

があり、その企業に25項目全てが該当するわけ

ではありませんので、該当する項目が例えば20

項目だとすれば、その中の85％以上をクリアし

ていく必要があるということです。

また、認証の期間は３年間となっており、３

年ごとに更新ということになります。平成30年

の２月から始めている制度ですので、既に更新

時期がきている会社もあるところです。

それと、欠格条項等も定めており、例えば労

働法令違反がないかとか、うちからも労働局に

照会いたします。これは会社の同意を得た上で

ということになります。それと、暴力団関係者

ではないかということについては、警察にも照

会いたします。実際に職員が現場にも行って、

審査をした上での認証なので、かなりハードル

が高いという状況になっております。

○日髙陽一委員 ありがとうございます。

認証を受けるメリットがありますが、３年の

実績で数字や形に出ているものはありますか。

○兒玉雇用労働政策課長 こういった認証を受

けることによって、企業も職員を大事にし、一

旦採用した職員を離職させないようにしようと

いう取組が広がることが大事かなと思っており

ます。

先ほど、建設業の認証が多いというお話をし

ましたけれども、建設業の方に認証を取得した

理由を伺うと、人手不足でなかなか建設業界は



- 15 -

令和３年12月９日（木曜日）

人が取れないので、こういう認証をいただき、

説明会にも優先参加をさせてもらったり、従業

員が守られている会社だというイメージを打ち

出すことができたり、そういうことが非常にメ

リットだとおっしゃっていました。

私どもとしては、そういった企業をさらに今

後とも増やしていきたいと考えています。

○日髙陽一委員 このメリットがオープンにさ

れることによって、認証を受けたいという会社

も増えてくると思いますので、そのメリットの

部分はしっかりと発信していただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

○兒玉雇用労働政策課長 委員が言われるとお

り、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○日髙陽一委員 何かトヨタのウーブン・シ

ティが、また新たなシティを作りたいという動

きが出ているということなので、ぜひ宮崎県に

引っ張っていただきたいと思います。

要望です。よろしくお願いいたします。

○田口委員長 ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それではないようですので、こ

れで終了いたします。

執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。

お疲れさまでした。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時７分休憩

午前11時８分再開

○田口委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず協議事項１の提言についてであります。

県内調査も終了しましたので、これからは年

度末の報告書の作成に向けて県当局や国に対し、

どのような提言や働きかけができるか整理して

いかなければなりません。

これまでの委員会活動の経過につきましては

配付しておりますＡ３版の資料を御覧ください。

資料は３枚ございます。

これを踏まえ、報告書に盛り込む提言や内容

について御意見をいただきたいと思いますが、

数多くの意見や現地調査がございましたので、

資料をお持ち帰りいただき、ゆっくり御確認い

ただきたいと思います。

次回の委員会で皆さんから意見を出していた

だいて、報告書の内容や提案等を考えたいと思

いますが、そのような方向で進めてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それではそのようにさせていた

だきます。

正副委員長で報告書骨子（案）を作成し、次

回の委員会で提案したいと考えておりますが、

次回の委員会までに御意見等がある場合は随時

正副委員長へお申し出ください。よろしくお願

いいたします。

次に、協議事項２の次回委員会についてであ

ります。次回委員会につきましては、年明けの

１月21日金曜日に開催を予定しております。次

回の委員会では報告書に向けた検討を行います

が、ほかに執行部から説明を受けたい事項など

があれば御意見をいただきたいと思いますがい

かがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは特にないようですので、

次回の委員会の内容につきましては正副委員長

に御一任をいただきたいと存じますがよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○田口委員長 それではそのような形で準備を

させていただきます。

最後に協議事項３のその他で委員の皆様から

何かありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それではないようですので、以

上で終了いたします。

次回の委員会は１月21日金曜日、午前10時か

ら予定しておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

それでは以上で本日の委員会を終了いたしま

す。お疲れさまでした。

午前11時10分閉会
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